
岩手県津波防災技術専門委員会 規約 

 

 （名称） 

第 1 条 本会は、「岩手県津波防災技術専門委員会」（以下「委員会」）という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 委員会は、東日本大震災津波からの復興に向けた「復興ビジョン」及び「復興計

画」を策定するにあたり、被害状況等の調査結果や技術的根拠等専門的な知見に基づき、

地域の歴史や文化、産業等の地域特性を考慮し、津波対策の方向性、津波対策施設の整

備目標、防災型の都市・地域づくりについて検討、提言を行い、まちづくりに資するこ

とを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第３条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。 

（１）津波対策、防災型の都市・地域づくりの現状と課題の分析に関すること。 

（２）津波対策の方向性、津波対策施設の整備目標、防災型の都市・地域づくりに係る提

言に関すること。 

（３）その他津波対策、防災型の都市・地域づくりの推進にあたって必要な事項に関する

こと。 

 

 （組織） 

第４条 委員会は、別表の委員で構成するものとし、委員は知事が委嘱する。 

２ 委員の任期は、第２条に掲げる目的の達成をもって終えるものとする。 

 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会務を総務し、委員会の議長となる。 

４ 委員長に事故ある時は、委員長の指名するものが、その任務を代行する。 

 

（オブザーバー） 

第６条 委員会にオブザーバーを置くことができる。 

２ オブザーバーは、知事が委嘱し、その任期は委員の任期の例による。 

３ オブザーバーは、必要に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。 

 

 （会議） 

第７条 委員会は、知事が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員長が必要と認める場合は、委員以外の出席を求めることができる。 

 



 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、県土整備部において処理する。 

 

 （規約の改正） 

第９条 この規約を改正する必要があると認められるときは、委員会で協議する。 

 

 （補則） 

第 10 条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で協

議する。 

 

 

  附 則 

この規約は、平成 23 年４月 15 日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成 24 年８月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成 25 年９月１日から施行する。 

  附 則 

この規約は、平成 27 年２月４日から施行する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


